
ヒトゲノム・遺伝子解析研究手続きのフローチャート 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※研究計画を変更しようとする場合も同様の手続きをとってください 

※部局の長は、年１回以上学外の学識経験者による研究実施状況の定期的な実施調査を実施する必要があります 

新たなヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施

している又は実施しようとしていますか？ 

Yes 

Start 

No あなたは研究担当者です。指針及び規程を遵

守し、研究責任者の指示に従ってください 
 
 

研究計画書を作成し、部局

の長に申請してください 
 

部局の長から、部局委員会を経

て承認・不承認の決定・通知 

当該部局の長から、部局審査委員会が

置かれる他の部局の長に研究計画書

の審査を依頼 
 

当該部局の長へ、審査を行っ

た部局の長から、審査結果の

決定・通知 

指針及び規程を遵守し，研究の適正な管理及び監督に当たってください 
○研究の実施状況の報告（年１回以上定期的に）   ○インフォームド・コンセント 
○研究の公表   ○研究試料等の保存及び廃棄する場合の提供者等の同意事項の遵守 

Yes 

No 
研究責任者を定めていますか？ 

Yes 

研究責任者を定めてください 

あなたは研究責任者ですか？ 

非承認 承認 

所属部局に 
審査委員会が 
ある場合 

所属部局に審査 
委員会がない場合 

※ 複数の部局が共同し、又は他の部局の施設・設備を

使用して研究を実施する場合は、関係部局の長の協議

により代表部局を定めて、必要な手続きを行うことが

できます 

Yes 

審査委員会

 

審査委員会

 

Yes 
No 

その研究の過程で、提供者等の

個人情報を扱いますか？ 

部局に個人情報管理者を置く必要がありま

す。また、必要があれば、分担管理者また

は個人情報管理者の監督の下に補助者を置

くこともできます 
 

部局に個人情報管理者を置く必要は

ありませんが、どこの部局、機関で

個人情報を管理しているのか、把握

しておいてください 


